
̎ɹ݄額දԵཝの༻例（「給与所得者のැཆ߇আ等ਃࠂ書」の提出がない場合）

（設例）

（設例）

ᾇ　給与等の支給額（月額）ɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾ ����� ԁ
ᾈ　給与等かΒ߇আするࣾձอݥྉ等ɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾなし

ᾇ　与の支給額ɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾ������� ԁ
ᾈ　与かΒ߇আするࣾձอݥྉ等ɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾ ����� ԁ
ᾉ　લ月தのී௨給与（ࣾձอݥྉ等߇আޙ）の金額ɾɾɾɾɾɾɾ 2���2� ԁ
ᾊ　ැཆ等の数ɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾ２人
（源泉߇আରۮ者あり、߇আରැཆ �人）

〔税額の計算〕
ᶃ　給与等かΒ߇আするࣾձอݥྉ等がありまͤΜので、支給額 ����� ԁがそのままࣾձอݥྉ等߇আޙ

　　の給与等の金額になります。
ᶄ　月額දの「その月のࣾձอݥྉ等߇আޙの給与等の金額」ཝで、����� ԁがؚまれる「����� ԁະຬ」
　のߦをٻめ、そのߦの「Ե」ཝをݟますと「その月のࣾձอݥྉ等߇আޙの給与等の金額の 3���3� に૬
　する金額」となっています。したがって、2��3 ԁ（����� ԁʷ 3���3�、� ԁະຬの数は切りࣺてま

　　す。）がその給与等かΒ源泉徴収をする所得税及び復興特別所得税の額です。
̏ɹ額දの༻

　　額දを使用して税額をٻめる場合も、月額දの場合とಉ͡ཁྖでߦいます。
̐ɹ与ʹରする源泉徴収税額の算ग़のදの༻例（「給与所得者のැཆ߇আ等ਃࠂ書」の提出がある場合）

〔税額の計算〕
ᶃ　与にରする源泉徴収税額の算出のදの「ߕ」ཝの「ැཆ等の数 2人」のཝをݟて、લ月のࣾ
　ձอݥྉ等߇আޙの給与等の金額 2���2� ԁがؚまれている「�33 ઍԁ以্ 2�� ઍԁະຬ」のߦをٻめ、
　そのߦと「与の金額にずき」ཝとのަΘるとこΖに記載されている 2���2� をٻめます。これ

　　がその与の金額にずるになります。
　ᶄ　与の金額 ������ ԁかΒࣾձอݥྉ ����� ԁを߇আした額 ����23 ԁに 2���2�を͡た金額 ���3 ԁ
（����23 ԁʷ2���2�、� ԁະຬの数は切りࣺてます。）が、その与かΒ源泉徴収をする所得税及び復

　　興特別所得税の額です。

200,820

　年ௐとは、給与等の支払者がその年最ޙに給与等の支払をするࡍ、給与等の支払を受ける֤人別に、
それまでその年தに給与等を支払͏、源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額と、その年த
の給与等の支給૯額にͭいて納付すき税額（年税額）とをൺֱしてաෆ額のਫ਼算を͏ߦことをいいます。
したがって、この年ௐは、給与等の支払を受けるେ෦分の人にとって֬ఆਃࠂにΘるをՌたす

ॏཁなखଓであるとい͑ます。
̍ɹௐを࣌͏ߦ期
　年ௐは、ݪଇとして、その年最ޙに給与等の支払をするࡍにߦいます（所๏ ���）が、年のத్で
ډ又はඇ࣌者となった人などにͭいては、そのୀ৬のॅډによりඇۈୀ৬した人やւ外の支ళへのసࢮ　

ô１）。
̎ɹௐのରͱなΒないਓ
。るよ͏な人に支払͏給与等は、年ௐのରとなりまͤΜ͛ܝに࣍　　
　ᾇ　ࠃに、ॅ所も �年以্のډ所も༗していない人（ඇॅډ者）

）者用దのཝชは又ཝԵのද額税（人いないてし出提を」書ࠂਃ）ಈҟ（等আ߇ཆැの者得所与給「ᾈ
　ᾉ　その年தに支払を受ける給与等の収ೖ金額が 2��� ສԁを͑る人
ᾊ ఆによりその年தの給与等にରすنの「໔、徴収༛༧等に関する๏ݮ者にରするે税のඃࡂ」

　　る源泉所得税及び復興特別所得税にͭき徴収༛༧やؐ付を受けた人
　ᾋ　年のத్でୀ৬（ࢮୀ৬などをআきます。）した人
̏ɹௐのରͱなる給与等
　年ௐのରとなる給与等は、その年１月１かΒ�2月3�までのؒに支給が౸དྷして支払͏こ
とが֬ఆした給与等です。したがって、࣮ࡍにその給与等を支払ったかど͏かに関なく、その年தに支
払͏ことが֬ఆしている給与等は、たと͑ະ払であっても、その年தの給与等にؚめて年ௐを͏ߦこ
とになります。
̐ɹௐのखॱ
　年ௐのखॱにͭいては、ࠃ税ிϗーϜページ【https://www.nta.go.jp】にܝ載している「年ௐの
しかた」を参照してください。

ᶝɹௐ

　源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税は、給与等を支払った月の翌月 �� （納期の特例の承認を受け
ている場合には７月��と翌年１月2�）までに、e-Taxを利用して納付するか又は「給与所得ɾୀ৬所
得等の所得税徴収高計算書（納付書）」をఴ͑て、最寄りの金融機関又は所轄の税務署で納付します（所๏
��3ᶃ、���、22�、所ن 税௨ଇ๏ࠃ、�� 3�ᶃ、復興֬ࡒ๏ 2�ᶊ、復興特別所得税লྩ̒）。
　また、納付する税額がない場合であっても、この所得税徴収高計算書（納付書）は所轄の税務署に e-Tax
を利用するか又は郵便若しくは信書便により送付又は提出してください。
e-Tax に関する詳しいใは、e-Tax�ϗーϜページ【https://www.F�taY.nta.go.jp】でご֬認ください。

һるすఆنに߸��ୈ２ୈ๏税人๏の人๏１）注（ （ˎ）にରする与にͭいて支払の֬ఆしたかΒ１年をܦաしたま
でにその支払がなされない場合には、その１年をܦաしたに支払があったものとΈなして、そのະ払与にͭいて

　　　　源泉徴収をすることになっています（所๏ ��3 ᶄ）。
（ˎ）「һ」とは、๏人のऔక、ࣥߦ、ձ計参与、ࠪ、ཧࣄ、ࣄ及びਗ਼算人ฒびにこれΒ以外の人で๏人
のܦӦにैࣄしている人の͏ͪ一ఆの人をいいます。

　　　２ 「給与所得ɾୀ৬所得等の所得税徴収高計算書（納付書）」の記載例は、3� ページを参照してください。

ᶞɹ源泉徴収をͨ͠所得税ٴͼ෮ڵ特ผ所得税の納付

https://www.nta.go.jp
https://www.e-tax.nta.go.jp


を記載߲ࣄに、給与等の金額、源泉徴収税額などඞཁなࡍにおいて給与等の支払をする者は、支払のࠃ　
した支払໌ࡉ書をその支払を受ける人にަ付しなけれなΒないことになっています（所๏ 23� ᶃ、所ن
��� ᶃ）。

支払を受ける人かΒの一ఆの承を得て、書໘による給与等の支払໌ࡉ書（以Լの等与給、は者るすを払支の等与給１）注（
「支払໌ࡉ書」といいます。）のަ付に͑て、支払໌ࡉ書に記載すき߲ࣄをి࣓తํ๏により提ڙすることができ、こ
の提ڙにより、給与等の支払をする者は、支払໌ࡉ書をަ付したものとΈなされます（所๏ 23� ᶄᶅ、所ྩ 3��）。

　　　　　ただし、給与等の支払を受ける人のٻがあるときは、給与等の支払をする者は書໘により支払໌ࡉ書をަ付する
　　　　ඞཁがあります。

ᶟɹ給与等のࢧ໌ࡉ書のަ付

　　 ２　給与等の支払を受ける人に支払໌ࡉ書をަ付しなかったり、ِりの記載をしてަ付（ి࣓తํ๏により提ڙ）した
　　　　りした者は、１年以Լの又は �� ສԁ以Լのേ金にॲすこととされています（所๏ 2�2 ᶃࣣ）。

　給与等の支払をする者が、受給者かΒ࣍のਃࠂ書に記載すき߲ࣄに関しి࣓త提ڙを受けるためのඞཁ
なાஔを͡ߨる等の一ఆのཁ݅をຬたしている場合には、その受給者は、書໘によるਃࠂ書の提出に͑て、
ి࣓తํ๏によりਃࠂ書に記載すき߲ࣄの提ڙを͏ߦことができます（注）（所๏���ᶄᶅᶇ、2�3ᶆ、所ྩ3��
の２、3��の̐、所ن��の２ᶃʙᶆ、ા๏��の２の２ᶆᶇᶊ、��の３の̐ᶆᶇ）。
１　給与所得者のැཆ߇আ等ਃࠂ書
２　ैたる給与にͭいてのැཆ߇আ等ਃࠂ書
３　給与所得者のۮ者߇আ等ਃࠂ書

７　給与所得者の（特ఆ૿վங等）ॅआೖ金等特別߇আਃࠂ書
̒　所得金額ௐ߇আਃࠂ書

̔　ୀ৬所得の受給に関するਃࠂ書

̐　給与所得者の߇ૅجআਃࠂ書
̑　給与所得者のอݥྉ߇আਃࠂ書

ਃࠂ書に記載すき߲ࣄをి࣓తํ๏により提ڙする場合、ࣾձอݥྉ߇আ、খنࡁڞۀا等ֻ金߇আ、ੜ໋อݥྉ
することができますڙるূ໌書ྨにͭいても、ి࣓తํ๏により提আに߇আ及びॅआೖ金等特別߇ྉݥআ、อ߇
が߲ࣄする場合には、これΒのূ໌書に記載されるきڙをి࣓తํ๏により提߲ࣄるূ໌書に記載されるきআに߇֤）
記されたి໌ূࢠ書等を提ڙしなけれなりまͤΜ。）。

）注（

ఏग़ࢠ書ྨのిɹ源泉徴収ؔߟࢀ

ࣾձอো・税൪߸੍（ϚΠφϯόʔ੍）にͭいて
ɹࣾձอো・税・ࡂରࡦに͓いてɺߦखଓのޮੑ・
ಁ໌ੑを高Ίɺ国ຽにͱͬてརศੑの高いެฏ・ެਖ਼ͳࣾձ
を࣮͢ݱΔ͜ͱをతͱしてɺࣾձอো・税൪߸੍（ϚΠ
φϯόʔ੍）͕ಋೖさΕ·しͨɻ
ɹ国税のϚΠφϯόʔ੍にؔ͢Δใ๏ਓ൪߸の࠷৽
ใにͭいてはɺ国税ிϗʔϜϖʔδを͝ཡくださいɻ


